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平成２８年度 美濃加茂市教育委員会の方針と重点 

教育総務課（総務係、施設管理係） 

１ 活動方針 

○ 安全・安心で快適な教育環境の整備 

○ 子育て環境の充実 

２ 重点施策 

 （１）学校施設整備計画の推進 

   ア 学校施設耐震補強事業 

     校舎等の耐震化整備は、平成２７年度の山手小耐震工事が完了して、耐震化率が

１００％となりました。 

     その他、非構造部材の調査を実施しましたが、各学校の体育館が避難所になって

いることから、体育館の照明落下防止等を中心に順次整備していきます。 

   イ 学校空調整備事業 

     平成２３年度から学校の普通教室を中心とした空調設備の整備を進め、小学校

は普通教室に、中学校は普通教室及び特別教室に設置するという方針で、平成２７

年度に山手小に設置をして全校完了しました。 

   ウ 学校トイレ改修整備事業 

     生活様式の変化により、学校トイレを和式から洋式に替える工事を順次進めて

います。全体の年間工事費の推移を調整しながら、無理のない整備計画を立案して

いきます。 

 （２）学校施設の適正な維持管理 

   ア 全体的に校舎等施設の老朽化が進む中で、学校を運営していく上で必要な保守

管理体制を今一度見直して、施設の延命を図る努力をします。 

   イ 学校現場からの営繕要望と教育委員会事務局から見た状況を鑑み、しっかりと

した根拠を持った優先順位を決定して計画的な工事を実施していきます。 

 （３）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の適正な運営 

   ア 平成２５年度から保育に関する業務を民間委託し３年が経過した。平成２８年

度からも引き続き民間委託（５年契約）により、より内容を充実させたサービスが

提供できるよう受託者と連携を密にしていきます。 

   イ 限られた受入可能人数がある中で、増加する希望者に対して公平な利用許可が

できるよう、安易な受け入れ増を図るのではなく、現状に即した最大限のサービス

が提供できるよう努めます。 



（４）小規模特認校制度の導入 

    平成２９年度から伊深小と三和小に小規模特認校制度を導入するための準備を進

めます。 

教育総務課（学校給食センター）

１ 活動方針 

○業務の円滑な運営を図りながら、より安全で美味しい給食の提供に努める 

○食に関する指導の推進 

２ 重点施策 

（１） 食中毒防止のために衛生管理の徹底を図る。 

ア 病原性大腸菌（O-157、O-26）及びノロウイルス保菌検査の実施 

イ 定期的な食品検査の実施 

ウ 衛生管理チェック（日常点検）の実施。（毎月のふきとり検査の実施） 

（２） 安心安全で美味しい給食の提供 

ア リクエストメニューの実施 

イ ふるさと給食の実施  ※今年度 加茂野小で１月２５日に実施予定 

（３） 食に関する指導 

ア 学校と連携を図りながら指導の実施 

   イ アレルギー及び朝食調査の実施 

   ウ 親子料理教室の実施 

３ その他 

（１）平成２８年度給食実施数（４月最多予定数）  ６，５５６食／日 

（２）平成２３年度から給食調理業務等を民間委託し、５年がこの７月に経過します。平

成２８年８月からも引き続き民間委託（５年契約）により、「安全」で「おいしい」

給食を児童・生徒に提供できるよう受託者と連携を密にしていきます。



美濃加茂市教育委員会・美濃加茂市富加町中学校組合教育委員会 

１ 児童生徒の安心・安全を確保す 
る体制の強化 
①命を大切にし，自らの命を自分 
で守る意識を高める指導の充実 

②実践的な｢命を守る訓練｣の実施 
③防災マニュアルの点検と改善 
④保護者や幼保小中高，市との連 
携 

⑤登下校の安全確保 

２ 関係機関や地域との連携強化 
①中学校区における幼保小中高の 
連携 

②地域の教育資源や学習環境の積 
極的な活用 

③ＰＴＡ活動の充実 
④学校評議員会の充実 
⑤地域行事への積極的な参加 
⑥歯・口の健康づくり 

３ 開かれた学校づくりと学校評価
の実施と活用
①ほほえみ参観日等による教育活 
動の公開や学校だより，ＨＰ等 
による情報の積極的な発信 

②児童生徒や保護者、地域住民の 
意見を踏まえた学校評価の実施 
と公表、改善 

１ 授業の改善 

①児童生徒の実態の把握 
・国・県の学習状況調査等の結 
果の分析と活用 

②単元・授業構想の工夫 
・ねらいの明確化 
・学ぶ意識が連続する指導過程 
の工夫 

・三つの見届けの徹底 
 「 実 態 」の見届け 
「学習状況」の見届け 

 「定着状況」の見届け   

③指導方法の工夫 
   ・言語活動の工夫 
   ・指導・援助の工夫 

・板書の構造化 
・ＩＣＴ機器の活用   

２ 学習習慣の確立
①「聞く」姿勢づくりの徹底 
②家庭学習の定着 
③読書指導の充実 

３ 学習環境の整備 
 ①児童生徒が集中できる環境の整備 
②意図性のある掲示の工夫 

１ 社会性や豊かな人間性の育成 
①倫理観と規範意識の育成 
②道徳の時間の充実 
③ボランティア活動の推進 

２ いじめの根絶 
①児童生徒の人権感覚を磨く 

・所属感、自己有用感の高揚 
・体験活動の充実 
・児童会・生徒会活動の充実 
・「あじさい小中学生サミット」

の充実 
・個のよさや可能性を自覚させ
る指導の充実 

②早期発見，早期対応体制の構築 
・ハイパーＱＵの分析と活用 
・学校いじめ未然防止対策委員 
会の充実 

３ 不登校の未然防止 
 ①自己肯定感の育成  
 ②児童生徒の実態把握 
   ・幼保小中の連携 

・ハイパーＱＵの分析と活用 
 ③相談体制の充実 

４ 多文化共生の推進 
①人権教育の充実 
②英語教育の充実（教育課程特例校）
③国際理解教育の充実 
④外国人児童生徒の初期適応指導の 

充実

自己にきびしく 人にやさしい 心身ともにたくましい児童生徒

管理職の指導 

指導力 倫理観と規範意識 健康管理

メリハリのある勤務 

職員間のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの円滑化

めざす姿

◇ 一人一人に確かな学力を付ける 
◇ 一人一人が安心して学ぶ教育環境を整える 

教職員の資質向上

危機管理意識の徹底 

不祥事根絶に対する自覚 

方 針

重 点

ユニバーサルデザインの視

点を取り入れた授業づくり

人間尊重の気風がみなぎる

学校づくり

地域ぐるみの教育の環境

づくり 



歳プランの推進などを図っていく。

学校規模の適正化を図り、教育環境
の向上を図る。

小学校の規模の適正化として、伊深小学校と三和小学
校に市内どの通学区域からも通学できる小規模特認校
制度を導入し、両校に各１人の児童が制度利用をするこ
とになった。

小規模特認校制度の導入初年度は２人の利用
に留まったので、今後多くの児童に制度利用さ
れるよう、小規模特認校の魅力増大と制度周知を
さらに進める必要がある。

小規模特認校制度の説明会を通じ、該当する小
学校の保護者と地域住民に制度導入してよかっ
たと思っていただくこと、他地区の児童と保護者に
小規模校の良さを知っていただくために、円滑な
学校運営と制度ＰＲに努める。

児童・生徒の教育環境の向上のた
め、学校からの修繕依頼等により計
画的に営繕工事を実施する。

学校からの依頼箇所及び緊急整備の実施
・プールろ過機更新工事（伊深小・山手小・東中）
・教室改修工事（古井小・加茂野小）
・屋上防水改修工事（西中）
・トイレ改造工事修正設計業務（西中）
・緊急トイレ洋式化改修工事設計業務（全小学校）　ほか

学校施設の老朽化に伴う修繕工事箇所が増えて
いる。学校の数が多いため、計画的に修繕を行
い、経費を平準化する必要がある。
古い施設でも丁寧に、清潔に使うことを心掛けて
もらう。また、施設の延命化を図るために、日常点
検や小まめな手入れが必要である。

常に危険箇所がないかどうかの現地確認を実施
するとともに、施設整備計画を立て財源確保をし
た上で、整備を進めていく。

安全で快適な教育環境を提供するた
め、山手小の校舎増築を行う。

山手小南舎増築工事（平成28年度・29年度の継続事業）
を着工した。
西中トイレ改造工事修正設計業務、緊急トイレ洋式化改
修工事設計業務（全小学校）を行った。

校舎・体育館・プール・遊具や、それらに付随す
る機械装置及び施設の老朽化が進み、早急な対
応が求められている。また、特別支援教室や外国
人児童・生徒の増加に伴う初期適応教室、特別
教室の不足が懸念される。

平成29年度,30年度の２年間でトイレ室に１箇所は
洋式トイレ便器があるよう改修を行う。
外国人児童・生徒の初期指導教室の新築を平成
29年度,30年度で行う

保護者へ経済的な援助をすることに
より、該当する児童の就学を援助す
る。（教育の機会均等の実現）

【小学校】　要保護準要保護児童就学援助：309人、
16,331千円　（Ｈ27実績　269人、14,410千円）
特別支援教育就学奨励：82人、1,925千円　（H27実績
52人、1,470千円）
【中学校】　要保護準要保護生徒就学援助：146人、
12,493千円　(H27実績　117人、　9,383千円）
特別支援教育就学奨励：17人、579千円　（H27実績　20
人、673千円）

就学援助対象世帯が増加傾向にある。（対象者
割合7.8％⇒8.9％）
国においても子どもの貧困対策の推進に関する
法律が平成２６年１月１７日に施行された。
当市においても、就学援助・奨励事業を含めた
子どもの貧困対策の推進が求められている。

こども課や学校との連携を継続するとともに、年度
途中で受給資格の適否について再確認し、適正
な運用に努めていく。
所得基準や援助内容の見直しを検討する。

放課後等に保護者による保育に欠け
る児童を対象に、放課後児童クラブ
にて保育を行い、児童の健全な育成
を図る。

児童利用者数延べ人数　892人（H27実績748人）。1年生
（292人）2年生（230人）3年生（217人）４年生（125人）5年
生（13人）6年生（15人）。年度当初において49人の待機
児童が発生し、年度末でも17人の待機児童が残った。

利用希望者の増加に伴う対応が課題。教室の転
用等は限界であり、他の方法での開設場所の確
保が必要である。また、高学年の児童の居場所
づくりも必要である。

２９年度に古井小校区について、第二クラブを開
設する。山手小の南舎増築、太田小の山椿の部
屋からの転用など学校内での対応を行うが、民間
事業者独自施設での開設についても検討を始め
る。
また、高学年の児童が放課後をどのように過ごす
ことが良いのかを、市全体の課題として考えてい
く。

安全安心な給食を提供するため、栄
養教諭、市職員、委託業者（調理・配
送）がそれぞれの役割を担い、全員
体制で協力して業務を進める。

異物混入マニュアルに基づき、全員体制で異物混入の
防止に努めたが、危険異物の混入の疑い案件が１件発
生し、また、学校から異物混入が報告されたものが３８件
あった。
学校に届く前に発見して、安全安心な給食に努めてい
く。

衛生管理の徹底を図る。機器の経年劣化等に伴
う、部品の破損やねじの緩みなど、危険異物の混
入の可能性が高くなっている。

危険異物の混入は絶対しないために、作業前後
の機器の異常や数量などの確認を徹底する。帽
子の下にネットをかぶることや、長袖白衣を着用
するなど、服装から気をつけ、髪の毛の混入を出
さない。異物混入に対しては常に緊張感を持って
取り組んでいく。

現年度については長期の滞納者が出ないように給食費の滞納をなくすために、学校と

児童・生徒数の増加、学校施設の老
朽化に対応するため、学校施設整備

学校規模の適性化を図るため、通学
区域の見直しを行った。伊深小学校
と三和小学校について、統合ではなく
地域の財産である小学校を存続させ
る施策として小規模校特認校制度を

児童、保護者、教職員
等

児童・生徒が安全・安心な教育環境
で過ごせるよう、その緊急性を加味し

児童・生徒・教職員

児童・生徒、教職員等

児童・生徒
（生産者・加工業者・調
理員・配送員・給食補
助員・給食当番）

衛生管理の徹底を図りながら、安全

異物混入防止のために、食材の生産
～給食の提供までのすべての工程で
共通した認識のもと取り組むことが必

教育の機会均等を図るため、経済的
理由により義務教育就学が困難な場
合や特別支援学級の保護者等の経
済的負担を軽減するため、その負担
能力に応じ、経費の一部を補助する。
・要保護及び準要保護児童生徒就学

・要保護・準要保護児
童就学援助費＝母子
家庭などの生活保護に
準ずる家庭
・特別支援教育就学奨
励費＝特別支援学級
に通級する児童の家庭
＊いずれも、所得制限
有

小学校1年生から6年生
までの児童（ただし、1
～3年生を優先）

保護者が就労等により昼間家庭に居
ない児童を対象に、適切な遊びや生
活の場を与えて、健全な育成を図る。



教職員の資質向上を図る。

・全小中学校から、目的を明確にして研修に派遣した。
　　＜研修派遣先＞
　　　　　・教育研修会（筑波大付属小、滋賀大付属小）
　　　　　・社会科公開授業研究会（立命館小学校）
　　　　　・算数授業ICT研究全国大会（筑波大付属小）
　　　　　・日本授業ＵＤ学会全国大会（筑波大付属小）
　　　　　・防災教育ﾁｬﾚﾝｼﾞﾌﾟﾗﾝ活動報告会（東京大学）
　　　　　・春日井市立西山小学校研修会（西山小）
　　　　　・国際理解教育研究大会（浜松学院大学）
　　　　　・言語・聴覚・発達障がい児教育研究大会

　研修の目的を明確にした研修を実施すること。
４月
え、５月
る。

発達障がいをもつ児童生徒やその保
護者

【発達相談】
　　・54件　（幼保園児10､小学校児童37､中学校生徒6､
　　　　　　　　就労者1）
【巡回発達相談】
　　・114件　（小学校104､中学校7､のぞみ3）

　市内の幼稚園との連携を強めること。
市内
をし、連携を図るようにする。

部活動における、生徒の活動のより
充実を図る。

＜支援実績＞
　　・全国大会　　　7人（延べ）
　　・東海大会　　12人（延べ）

　生徒に対する旅費支給について。
生徒
施要項を定める。

児童生徒の実態に応じて各種の支
56名の支援員（学力生活力向上支援員(43)、小学校教
科担任制支援員(6) 食物アレルギー対応支援員(7)）を

教職員

教職員の資質・指導力の向上をめざ
し教育の今日的な課題や教職員のラ
イフステージに応じた研修の推進を
図る。

【課題研修】
　　・情報教育,ﾊｲﾊﾟｰQU,子供の発達等…参加者308人
【教科領域研修】
　　・ｽﾀｰﾄｶﾘｷｭﾗﾑ、教育計画の作成　等…参加者233人
【ヤング研修】
　　・特別支援教育、学級経営、授業　等…参加者63人
【初任者研修・２年目研修】
　　・美濃加茂の教育、外国人の教育等…参加者84人
【教育講演会】
　　・「未来に伸びよ」　トヨタ工業学園長…参加者687人

　他、今日的課題を踏まえた研修講座を実施した。

教職員の指導力を高める研修内容を創意工夫
していくこと。
教職員が参加しやすい日程や時間帯を工夫し
た研修計画を立てること。

各小中学校で開催するタイアップ研修講座につ
いて一層周知する。若手の授業力向上を目指す
講座を継続しつつ，市の教育課題に係る研修を
充実させていく。夏季研修講座が，教員のニーズ
に応じたものであるかを吟味しつつ，よりニーズに
応じたものにしていく。

教職員を意図的・計画的に研究先進
教職員

発達障がいをもつ児童生徒や保護者 指導において特別な配
慮が必要な児童生徒

東海大会や全国大会に出場する生
市内中学校の生徒

「美濃加茂市学校教育の方針と重 市内小中学校の全教
職員

フロム０歳プランの３つの重点の具現
化を図るため，各学校の特色ある活
動の実践を促す。

「美濃加茂市学校教育の方針と重点」「学校教育計画」
を作成し、市内の全小中学校に配布し、市教育委員会の
方針を周知するとともに、各小中学校の教育活動につい
て共通理解を図った。
「特色ある学校づくり補助金」の事業を有効に活用する
ために、年２回の方向会（中間報告会(11月)、最終報告
会(2月)を実施し、計画の進捗状況と成果や課題を確認
した。また、2月に「査定の会」を実施し、各学校の計画を
精査し、補助金を交付する教育活動と補助金額を決定し
た。
教育委員学校訪問では、各学校の様子を参観し、指
導・助言をした。

「特色ある学校づくり補助金」を有効に活用し、
各学校の特色をさらに引き出していくよう、計画を
慎重に吟味していくことを視点とした査定の会の
あり方について。
教育委員学校訪問での授業参観が、各学校の
状況をより的確に把握できるようなものにするこ
と。

査定の会において、各学校が計画している教育
活動のねらいを十分に検討する。
フロム０歳プラン推進校公表会（西中学校区：西
中学校）において、市の学校教育の方針と重点を
視点にしてどのように具現化しているかを確認し、
市内の各学校に広めていくようにする。
教育講演会等を活用して、美濃加茂市学校教
育の方針と重点について周知を図る。

市内各小中学校の「学校教育計画」
教育委員，教育委員会
各課及び市内小中学
校

フロム０歳プランの３つの重点の具現
化を図る各学校の特色ある活動に対 市内小中学校



国際教室への取り出し指導による日
本語指導および学習支援，または通
常学級への入り込みによる母語によ
る学習支援をする。

市内の6校の小中学校に国際教室を9教室開設、また
日本語指導支援員を9校に13人配置して、日本語指導
および学習支援をしている。「特別な教育課程の編成、
実施計画」を作成し、取り出し指導や入り込み指導が必
要な児童生徒への指導を意図的・計画的に進めている。

日本語指導支援員は、保護者あての文書など
の翻訳の作業が多くなり、児童生徒への支援に
あたる時間が短くなることがあること。

学校
共通の
し、翻
にして、学年相当の学習内容の習得を目指して学
習指導を図ることに重点を置く。

音楽会を通した文化交流を行い、児
童の感性を高める。

11月に美濃加茂市小学校音楽会を実施した。児童の
参観マナーが非常によく、各学校から学ぼうとする意識
が高まるなど、ねらいを達成することができた。

各学校から文化会館に到着する時刻が重なり、
会場の外で待機する際混雑をした。

バス
刻を再度検討し、指示を出す。

適切な就学指導を実施する。
市内の保育園、小中学校に出向き、実態を見極めて判
定をし、就学指導を実施した。

「乳幼児→園児→小中学生（高校生）→就業」
という流れを踏まえ、各関係機関と連携を図るこ
と。

各関
議会を有効に活用する。

適切な就学時健康診断を実施する。
１１月上旬までに、各小学校において就学時健康診断
を実施した。

在住状況が確認できないため就学時検診が実
施できない外国人幼児がいること。

市民
に把握する。

子どもの心身の健康及び発達，学
業・進路などに関する悩みや問い合
わせに対し，学校・関係機関と連携し
ながら，積極的，組織的に教育相談
を進めることにより，心の安定を図る
とともに，学校生活への適応力を高
める。

不登校に関する相談について多く対応した。その他の
相談内容には、友人関係や学校生活への適応に関する
相談があった。特別支援教育ＳＶが意図的に学校訪問
し、各小中学校の実態を把握し、学校と連携して支援を
図った。

発達障がいや家庭の問題等、実態を的確に把
握し、専門機関との連携を積極的に図っていくこ
と。

必要
参加さ
接な連携を働きかける。

豊かな体験活動や個に応じたきめ細
かな指導・支援の充実を図ることによ
り，自己肯定感・人間関係力・社会性
等の育成に努め，学校への適応力を
高め，学校復帰をめざす。

学校との連携を図りながら、スモールステップの計画を
立てながら、徐々に学校復帰することをめざした。通級し
た児童生徒は3月の段階で20名。そのうち16名は、何ら
かの形で学校へ行くようになった。

不登校の大きな要因である「学業不振」につい
て対応していくこと。

あじ
に，毎学期２回の「スタッフ研修会」を行う。
　外部人材，近隣の施設を積極的に活用する。

幼稚園教育の普及・充実および保護
者の負担軽減を図る。

申請のあった保護者に対して申請内容を判定し、既定
の就園奨励補助金を655名（昨年度比+48名）に支給し
た。

　申請時の手続きの簡略化を図ること。
マイ
の削減を図る。

児童生徒用のタブレット端末を、伊深小学校（15台）、
タブ
育委員

日本語教室や入り込みの母語対応指
市内小中学校に在籍
する外国人児童生徒の
うち，日本語指導を必
要とする児童生徒

文化会館への移動手段であるバスの
市内小学校

障がい児就学指導委員会非常勤委
員報酬・特別支援教育連携協議会非
常勤委員報酬・教育相談参加旅費・

就学児

就学時検診，入学にかかわる用紙代
就学児

教職員

「望ましい性教育」「コミュニュケーショ
ン能力を高める外国語教育の推進」
「身近な地域教材を活用した社会科
の授業のあり方」のための研究推進
を行う。

教育課程の特例校として市内全小学校を申請し、教科
としての英語の実施を進めた。小学校における英語科の
カリキュラムの土台を作成し、平成28年度に実践を通して
加除修正するようにした。
「社会科副読本」の内容の見直しを図り、第14版を発刊
した。

小学校における英語科のカリキュラムを平成28
年度末にまとめあげること。
「性教育副読本」の改訂版を平成29年度に発
行すること。

平成３２年度の学習指導要領の完全実施を見据
え、小学校における教科としての英語の指導の見
通しを明確にし、指導にあたっていく。

不登校及びその傾向を
有する子どもや保護者
及び教職員

不登校，不登校傾向に
ある児童生徒

所得割課税額に応じた保育料等の減
市内在住で私立幼稚
園に子どもを就園させ
ている保護者


